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一►発荷主企業
東京が本社の化学製品製造業。

►元請運送事業者
発荷主企業の物流子会社。本パイロット事業の対象の中部センター
200km)の計2社

►実運送事業者
静岡県に本社を置く物流事業者2社

►荷種
フィルム関係（中部から関東への輸送）
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一●外部倉庫引上げによる積込作業の分離化外部倉庫引上げ（一時的避難）により、中部センターの積
み込みスペースに余裕を持たせる

●「プラスワンボックス運用」（ボックスパレット化）の導入

一部試験的に導入していたボックスパレットを、「プラスワ
ンボックス運用」として本格的に活用

●中部センターの出荷スペースの運用方の見直し

余裕ができた中部センターでの出荷スペースを、出荷作
業を行いやすくなるように、レイアウトや作業の順番等に
ついても見直しを実施
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▼
分割麻息を利用した
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プラスワンボックス運用前
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プラスワンボックス運用後
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① 出荷作業時の手待ち時間の発生。積込み場所でほぼ毎日発生。

② 出荷場所（積込場所）での積込み完了の遅れの発生。当日荷当日締めによる追加、キャンセル対
応のため積込み完了に遅れが出る。

③ 発荷主の要求する輸送時間が短い。
④ 発荷主からの出荷指示が遅く、計画的配車ができない。ほぼ毎日積込み当日の連絡。

⑤ 積込み作業の運用における乗務員への労働負荷。積込みバースの不足、積込車両までの導線が

長い等。

⑥ 外部倉庫と場内の出荷優先順位が統一されておらず、遠方地向け等積込みを優先したい車両に待
ち時間が発生。

【ファーストステップ】積込み作業の適正化

① 現状の出荷オーダーをもとに、出荷の順番を輸送条件等をベースに計画化。現在休息が不十分

な運行について積込みの順番調整等を行う。

【セカンドステップ】
① 在庫の適正配置

② 取引条件の見直し

③ 積込み作業の軽減＝パレット化の推進

① 外部倉庫弓I上げによる積込作業の分離化

外部倉庫引上げ（一時的避難）により、中部センターの積み込みスペースに余裕を持たせる。

② 「プラスワンボックス運用」（ボックスパレット化）の導入

一部試験的に導入していたボックスパレットを、「プラスワンボックス運用」として本格的に活用。

③ 中部センターの出荷スペースの運用方の見直し
余裕ができた中部センターでの出荷スペースを、出荷作業を行いやすくなるように、レイアウトや作

業の順番等についても見直しを実施
● これらの取り組みにより、車両の積込待機時間及び積み込み作業時間が約1~1.5時間短縮、荷卸

し作業時間も約1時間短縮。さらに配車の工夫により、分割休息を利用した適切な拘束時間、休息

期間を取ることが可能になった。

戸 ·_-① 輸送と荷役の効率化（短時間化）を図ることができ、その結果、ドライバーの拘束時間の短縮につな

がった。
② 今後も在庫の適正配置等により、出荷作業の更なる時間短縮が期待できる。

① 現在、各事業者の、自社の領域での改善が、それぞれの輸送・荷役の改善につながり、ひいてはド

ライバーの拘束時間短縮につながっている。改善の一つ一つを積み重ねることにより、「自社最適」
から企業活動の「全体最適」に連なっていくことが期待される。
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